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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月11日(2020.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イソクエン酸デヒドロゲナーゼ２（ＩＤＨ２）の変異アレルの存在を特徴とする固形腫
瘍を治療するための医薬組成物であって、治療上有効用量の変異ＩＤＨ２の阻害剤を含み
、該阻害剤が、２－メチル－１－［（４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－
イル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３，
５－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン－２－オール、又は２－メチル－１－［（
４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］－６－｛［２－（トリフルオロ
メチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］
プロパン－２－オール・メタンスルホン酸塩であり、該固形腫瘍が、神経膠腫、黒色腫、
軟骨肉腫、又は胆管細胞癌であり、該治療上有効用量が、約３０ｍｇ～約３００ｍｇであ
り、１日１回または２回、経口投与される、前記医薬組成物。
【請求項２】
　イソクエン酸デヒドロゲナーゼ２（ＩＤＨ２）の変異アレルの存在を特徴とする血管免
疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫（ＡＩＴＬ）を治療するための医薬組成物であって、治療上有効
用量の変異ＩＤＨ２の阻害剤を含み、該阻害剤が、２－メチル－１－［（４－［６－（ト
リフルオロメチル）ピリジン－２－イル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジ
ン－４－イル］アミノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン－２－
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オール、又は２－メチル－１－［（４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イ
ル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３，５
－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン－２－オール・メタンスルホン酸塩である、
前記医薬組成物。
【請求項３】
　前記阻害剤が、２－メチル－１－［（４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２
－イル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３
，５－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン－２－オール、又はその結晶形である、
請求項１又は２記載の医薬組成物。
【請求項４】
　前記阻害剤が、２－メチル－１－［（４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２
－イル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３
，５－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン－２－オール・メタンスルホン酸塩、又
はその結晶形である、請求項１又は２記載の医薬組成物。
【請求項５】
　２－メチル－１－［（４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］－６－
｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３，５－トリアジ
ン－２－イル）アミノ］プロパン－２－オール、又は２－メチル－１－［（４－［６－（
トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリ
ジン－４－イル］アミノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン－２
－オール・メタンスルホン酸塩が、経口投与される、請求項１～４のいずれか一項記載の
医薬組成物。
【請求項６】
　前記治療上有効用量が、約３０ｍｇ～約２００ｍｇである、請求項１～４のいずれか一
項記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記治療上有効用量が、約３０ｍｇ～約１５０ｍｇである、請求項１～６のいずれか一
項記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記治療上有効用量が、約３０ｍｇ、又は約５０ｍｇ、又は約７５ｍｇ、又は約１００
ｍｇ、又は約１２５ｍｇ、又は約１５０ｍｇ、又は約１７５ｍｇ、又は約２００ｍｇ、又
は約２２５ｍｇ、又は約２５０ｍｇ、又は約２７５ｍｇ、又は約３００ｍｇである、請求
項１～４のいずれか一項記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記２－メチル－１－［（４－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］－
６－｛［２－（トリフルオロメチル）ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３，５－トリ
アジン－２－イル）アミノ］プロパン－２－オール、又は２－メチル－１－［（４－［６
－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］－６－｛［２－（トリフルオロメチル）
ピリジン－４－イル］アミノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］プロパン
－２－オール・メタンスルホン酸塩が、５ｍｇ、又は１０ｍｇ、又は２５ｍｇ、又は５０
ｍｇ、又は１００ｍｇ、又は１５０ｍｇ、又は２００ｍｇの経口剤形で投与される、請求
項１～３のいずれか一項記載の医薬組成物。
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